
コンサルタント等業務における
総合評価落札方式に関する新たな品質確保対策の試行について

平成２４年３月２９日
中部地方整備局 港湾空港部

◆適用時期

平成２４年4月1日以降に公告する業務より適用

◆問い合わせ窓口

○中部地方整備局港湾空港部：nyuusatsu@pa.cbr.mlit.go.jp（担当：品質確保室）

○本資料に対する質問と回答は中部地方整備局港湾空港部入札・契約情報ホームページ

（http://www.pa.cbr.mlit.go.jp/keiyaku/index.html）に掲載します。

・個別案件毎の詳細は入札説明書を参照してください。

・公表内容は予告なく変更する場合がありますので、必要な都度ご確認ください。



総合評価落札方式に関する新たな品質確保対策の試行について

総合評価落札方式において、一層の品質確保対策として、新たに「履行確実性評価」を導入する事とする。

◆総合評価落札方式における「履行確実性評価」の導入について

◇調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対して、技術評価点の算出にあたり、
以下により履行確実性を評価する。

①追加資料（内訳書、予定技術者への適正な支払い、品質確保体制等）の提出。

②ヒアリングの実施（配置予定技術者を含めて３名以内）。

◇追加資料の提出を行わない、またはヒアリングに応じない場合は、入札を無効とする。

◇適用対象：予定価格が１，０００万円を超える総合評価落札方式の業務。

◇適用時期：平成２４年４月以降に公告する案件から適用する。

※発注者支援業務については、市場化テストの実施に当たり、先行して実施した。

※低入札価格調査を経て契約した業務等に係る「第三者照査」の試行については、
引き続き実施する。

試行概要

※個別業務の詳細については、入札公告・入札説明書を確認すること。



調査基準価格未満の全者に追加資料の提出要請（開札日の翌日から２
日以内、提出期限は要請を行なった日の翌日から３日を標準）及びヒア
リングﾞの実施日・方法通知

◆手続きフロー

開札後、必要に応じて、
ヒアリングを実施

予定価格超過の者には
ヒアリングを実施しない

開 札

入札書と予定価格との確認
予定価格超過 調査基準価格以上、予定価格以下

ヒアリングの辞退届の提出
又は追加資料の未提出、
ヒアリングに応じない場合

入札無効
（ペナルティなし）

ヒアリングの実施
（追加資料提出期限から起算して５日以内（土日・祝日等を除く。））

評価点の確定

落札予定者の確定

低入札調査

落札者の決定

低入札調査結果判定
第三者照査通知の確認

追加資料提出

提出あり
提出なし

調査基準価格以上

調査基準価格未満
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調査基準価格未満



審査項目 審査内容 判定

技
術
提
案
の
履
行
確
実
性
評
価

（
調
査
基
準
価
格
に
満
た
な
い
者
）

① 業務内容に対応した費用
が計上されているか。

◎入札価格内訳書・明細書等
 直接人件費、直接経費、間接原価、一般管理費
等が必要額を確保しているか。

② 配置予定技術者に適正な
報酬が支払われることになって
いるか。

③ 品質管理体制が確保され
ているか。

④ 再委託先への支払いは適
正か。

◎配置予定技術者名簿、人件費内訳書等
 配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確
保されているか。
 配置予定技術者の人工が適正であるか。

◎照査技術者名簿、人件費内訳書等
 照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確
保されているか。
 照査予定技術者の人工が適正であるか。

◎再委託先見積書、再委託先より業務内容、費用
確認書等
 再委託業務内容を再委託先が確認しているか。

○or×

○or×

○or×

○or×

◆審査項目と内容

以下の４項目について、「履行確実性」の審査を行う。

◆評価方法

審査結果を基に、履行確実性の評価を行い、評価
に応じて「履行確実性度」を付与する。
付与された「履行確実性度」により、技術評価点の

見直しを行う。（次葉参照）

「○」とした項目数 評価 履行確実性度

４ Ａ 1.0

３ Ｂ 0.75

２ Ｃ 0.5

１ Ｄ 0.25

０ Ｅ 0
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◆技術評価点の算出イメージ

配置予定技術者の経験・能力

技術提案評価点

①
実施方針

②
評価テーマに対する

技術提案

配置予定技術者の経験・能力

技術提案評価点

①×α ②×α

技術評価点

○「技術評価点」＝（配置予定技術者の経験・能力）
＋（履行確実性評価前の技術提案評価点）×α（履行確実性度）

履行確実性
評価前

履行確実性
評価後

履行確実性の評価に応じて付与された「履行確実性度」により、技術評価点を算出する。
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◆技術提案の不履行に対する対応

○受注者の責により技術提案の内容を満足する業務が行われなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の
措置を行う。


